
令和8年度年金額
新規裁定者（68歳到達年度前） 既裁定者（68歳到達年度以後） 既裁定者（68歳到達年度以後）

支給される年金等 根拠条文or計算式

改定率
令和6年度の改定率×

※名目手取賃金変動率or物価変動率

×年金額の改定率

1.065 ×1.019 1.085 1.065 ×1.019 1.085 1.062 ×1.019 1.082

老齢基礎年金 国民年金法第27条/平成16年度基準額 780,900 ×1.085 847,300円 780,900 ×1.085 847,300円 780,900 ×1.082 844,900円

障害基礎年金1級 国民年金法第33条2項 1,059,125円 1,059,125円 1,056,125円

　　　〃 　　　　2級 国民年金法第33条 847,300円 847,300円 844,900円

　　　〃　       子の加算 国民年金法第33条の2 224,700 ×1.085 第2子まで 243,800円 224,700 ×1.085 243,800円 74,900 ×1.085 第3子以降 81,300円

障害厚生年金最低保障額 厚生年金法第50条3項 847,300 ×3/4 635,500円 847,300 ×3/4 635,500円 844,900 ×3/4 633,700円

遺族基礎年金（子一人） 国民年金法第38.39条 1,091,100円 1,091,100円 1,088,700円

中高齢寡婦加算(65歳まで） 厚生年金法第62条 847,300 ×3/4 635,500円 847,300 ×3/4 635,500円 844,900 ×3/4 633,700円

配偶者加給年金 厚生年金法第44条2項 224,700 ×1.085 243,800円 224,700 ×1.085 243,800円

子の加給年金 厚生年金法第44条2項 224,700 ×1.085 第2子まで 243,800円 224,700 ×1.085 243,800円 74,900 ×1.085 第3子以降 81,300円

定額単価 特別支給老齢厚生年金の元になるもの 1,628 ×1.085 1,766円 1,628 ×1.085 1,766円 1,628 ×1.082 1,761円

※名目手取り賃金変動率2.1％－マクロ経済スライド調整率0.2％＝1.9％

子の加算・配偶者加給年金・子の加給年金は、新規裁定者の改定率によります　記載がないものは第2子までと読み替えてください

令和８年年度国民年金保険料：17,920円　　（令和7年度：17,510円） 令和８年年度在職老齢年金保支給停止調整額：650,000円　　（令和7年度：510,000円）

令和3年4月からの改定ルール

参考：日本年金機構ホームページより

年金生活支援者給付金の概要
給付金 要件

老齢年金生活支援者給付金

補足的

老齢年金生活者支援給付金

障害年金生活支援者給付金 月額5,620円

遺族年金生活支援者給付金 月額5,620円

S34.4.2以後生まれ S31.4.2～Ｓ34.4.1生まれ S31.4.1以前生まれ

賃金・物価スライドの状態 新規裁定者 既裁定者

賃金＞物価 名目手取り賃金変動率 物価変動率

賃金＜物価 名目手取り賃金変動率 名目手取り賃金変動率

遺族基礎年金を受けている

前年の所得額が「4,794,000円＋扶養親族の数×38万円」以下

支給金額

65歳以上で、老齢基礎年金を受けている

請求される方の世帯全員の市町村民税が非課税となっている

前年の年金収入金額とその他の所得の合計が909,000円以下である

※昭和31年4月1日以前に生まれの方は906,700円以下

以下1と2の合計額

1.保険料納付済期間に基づく額（月額）

＝5,620円×保険料納付済期間÷480月

2.保険料免除期間に基づく額（月額）

＝11,768円×保険料免除期間÷480月

65歳以上で、老齢基礎年金を受けている

請求される方の世帯全員の市町村民税が非課税となっている

前年の年金収入金額とその他の所得の合計が809,000円超909,000円以下である

※昭和31年4月1日以前に生まれた方で806,700円を超え906,700円以下

5,620円×保険料納付済期間÷480月×※調整支給率

※調整支給率＝（889,300円※－前年の年金収入金額とその他の所得の合計）÷100,000

円

※昭和31年4月1日以前に生まれた方は887,700円

障害基礎年金を受けている

前年の所得額が「4,794,000円＋扶養親族の数×38万円」以下
1級 月額7,025円 2級


